
【報告事項(1)】                     地域交通課  
 

市 バスについて 
 

第１ 年度別利用者数の推移（スクールバス利用含む） 

   市 バスの利用者数を令和３年度実績と比較すると、武生エリアにおいては１．６％

の減少、今立エリアにおいては１１．６％の減少となり、全体では４．３％の減少の５

９，３９４人の利用となった。令和元年度と比較すると２２．６％の減少となっている。 

また、福祉バス（６５歳以上の や障がい者 帳の交付を受けた が路線バスを市 

バス同様１００円で利用できる。）では、前年度比４．８％の減少の１０，５５１人の

利用となり、令和元年度と比較すると４１．２％の減少となっている。 

市 バスと福祉バスを合わせた利 者数は６９，９４５人で、前年度比４．４％の減

少となり、令和元年度と比べると２６．２％の減少となっている。 

 

（年度別利用者数） 

 令和元年度 令和３年度 令和４年度 （令和３年度比） （令和元年度比） 

市 バス 

武生 

エリア 

５９，９９９

人 

４５，２０２

人 

４４，４７５

人 
▲１．６％ ▲２５．９％ 

今立 

エリア 

１６，７８６

人 

１６，８７６

人 

１４，９１９

人 
▲１１．６％ ▲１１．１％ 

市 バス計…① 
７６，７８５

人 

６２，０７８

人 

５９，３９４

人 
▲４．３％ ▲２２．６% 

福祉バス…② 
１７，９３４

人 

１１，０８４

人 

１０，５５１

人 
▲４．８％ ▲４１．２％ 

合計（①＋②） 
９４，７１９

人 

７３，１６２

人 

６９，９４５

人 
▲４．４％ ▲２６．２％ 
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第２ ルート別利用者数の推移（スクールバス利用含む） 

   ルート別利用者数を令和３年度実績と比較すると、武生エリアでは市街地循環南、王

子保・南、味真野・北新庄ルートで利用者が増加、今立エリアでは服部ルートで利用者

が増加した。 

   令和元年度と比較すると、全ルートで利用者が減少している。 

 

ルート 増減 主な要因 

①市街地循環北ルート ▲１．７％ 武生駅、ショッピングセンターシピィまでの買

い物目的の利用者数や、毎日利用するヘビーユ

ーザーが減少した。 

②市街地循環南ルート ＋１．２％ 武生駅前までの買い物や通勤目的の利用者数

が増加している。また、１０月にはたけふ菊人

形への利用が増加した。 

③吉野・大虫ルート ▲７．２％ 武生駅前までの買い物や通院目的の利用者数

が減少した。 

④坂口・神山ルート ▲９．４％ 武生駅前までの買い物や通院目的の利用者数

が減少した。 

⑤王子保・南ルート ＋８．５％ 温泉施設湯楽里への利用が増加した。 

⑥国高・北日野ルート ▲７．５％ ホームセンターみつわ前、武生駅前までの買い

物や通院目的の利用が減少した。 

⑦味真野・北新庄ルート ＋２．１％ 武生駅前までの買い物や通院目的の利用者数

が増加した。 

⑧白山・大虫ルート ▲１６．８％ 武生駅、シピィまでの買い物目的の利用者数が

減少した。 

⑨月尾ルート ▲１０．５％ スクールバスとしての利用者数の減少や、買い

物、通院目的の利用者数が減少した。 

 水間ルート ▲２０．４％ スクールバスとしての利用者数の減少や、買い

物や通院目的の利用者数が減少した。 

⑪服部ルート ＋０．５％ 買い物や通院目的の利用者数が増加した。 

※月尾、水間、服部ルートについては、スクールバスとしての利用あり。 
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第３ 令和４年度運転免許自主返納の状況 

 本市では、運転免許を 主返納した６５歳以上の市 に対して、市 バスに無期限・

無料で乗車できるサービスを実施している。市が発行する無料乗車券の交付件数は、平

成２９年度から年間２０ ４０件程度となっている。 

運転経歴証明書交付数は、令和４年度は２３１件となり、前年度の２５９件に比べ２

８件減少した。 

また、令和４年度の運転免許 主返納者の市 バス乗 数は１１，６５４人で、前年

度の１１，０８０人と比べ５．２％の増加となっているが、令和元年度と比較すると１

２．７％の減少となっている。 

 

第４ 今後について 

 市 バスの利 者数については、新型コロナウイルスの影響により利用者数が減少し

てきたが、令和４年度においても回復傾向はみられず、減少傾向が継続している。 

 市 バスの運 を委託している事業者の運転 へ聞き取りによると、各ルートに数名

ずつ、今まで定期的に利用していた高齢者や通院していた人が乗らなくなったことがわ

かり、減少傾向の一つの要因と考えられる。 

また、通院や買い物に利用する高齢者の利用者からは、帰りの利用時間が合わない、

新たな停留所を設置してほしいなど、利便性への向上の要望がある。 

 このような状況の中、高齢者がより利用しやすく、地域住 の移動ニーズにも対応で

きるようなデマンド運行など、他の交通手段も検討し、持続可能な公共交通の実現を図

っていく。 

 

 

■高齢者数 

H29 年   H30 年   H31 年    R2 年     R3 年     R4 年  

総人口     82,982 人  83,122 人  82,754 人  82,363 人   82,395 人   81,799 人 

65 歳以上人口  23,315 人  23,521 人  23,713 人  23,720 人  23,910 人  23,889 人 

75 歳以上人口  11,961 人  12,198 人   12,321 人   12,439 人  12,261 人  

高齢化率           28.1％      28.3％      28.7％    28.8％      29.0％    29.20％ 

資料：住 基本台帳（各年 4 月 1 日現在） 
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令和５年度デマンド交通実証実験について

越前市地域交通課

１．都市構造について

■既存の都市構造
・市役所本庁舎周辺の中心市街地
・あいぱーく今立周辺の地域拠点
・居住者の多い国高地区
・伝統・文化が息づく味真野地区

■新たな拠点の形成
令和６年春に北陸新幹線越前たけふ駅が開業

⇒広域交通網の結節点となる新たなエリアが形成

■「地域交通づくり」はまちづくり

-4-

【協議事項(1)】



3

二つの三角形が交わる広域交通拠点

伝統・文化・観光の三角形

居住・交流・観光の三角形

中心拠点

地域拠点

広域交通拠点
味真野地区

国高地区

様々な交流が生まれる場所
三拠点を起点とした都市活力向上
地域の個性を活かした魅力向上

強み 弱み

機会 脅威

・各拠点の交通手段、経路が豊富
中：JR、福鉄、車、バス
広：新幹線、高速バス、高速、国道

・道の駅
・観光入込客数トップの武生中央公園
・歴史的資源（寺社仏閣など）
・伝統産業（越前指物：タンス町通り）
・都市景観（蔵の辻、京町通り等）
・自然景観（日野川、村国山、岩内山、田）

・拠点間の交通手段が少ない
・拠点内外の公共交通の利便性が乏しい
・武生中央公園来場者を周辺へ上手く
波及できていない

・北陸新幹線越前たけふ駅周辺の開発
・空家の有効活用
・まちづくり武生が店舗を誘致
・自動運転システムの実現
・JRの並行在来線化

・特急列車の廃止
・少子高齢化の進行
・他市町でも道の駅が整備
・変化がなければ利用者が飽きる

おでかけ総量の拡大に向けて対策が必要

拠点の現状分析
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広域移動（住民・観光客向け）：路線バス

広
域
移
動
（
住
民
・
観
光
客
向
け
）

北
陸
新
幹
線
、
Ｊ
Ｒ
、
福
武
線

南北は不特定の人を大量に輸送できる鉄道軸
東西は不特定の人を広域に輸送できる路線バス
市内移動として、市民バスやタクシー等

拠点内移動（住民）：自転車、徒歩
〃 （観光客）：レンタサイクル、徒歩

拠点間移動（住民）：市民バス、タクシー
拠点間移動（観光客）：タクシー、定額タクシー

２．市内公共交通について

役割分担のなかで、それぞれが補完し合う

■人口減少による公共交通機関の利用者減少
■３Ｋ（高齢者・高校生・観光客）の移動サポート
■必要最低限の移動手段の提供ではなく、便利な移動手段の提供に対
するニーズ（おでかけの足の確保）
■越前たけふ駅とハピラインふくい、福武線駅間の移動手段の確保
■今立からまちなかへの移動需要への対応

＜目指す姿＞
■多様な交通手段の組み合わせにより、本市に適した持続可
能な地域交通ネットワークを整備する。
（越前市総合計画から抜粋）

市内公共交通の課題
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■鉄道の市内全域の延伸は非現実的
（県、沿線市町での取組み）

■路線バスの延伸は運転手の確保が難しく、既存利用者への影響が大
きい上に、赤字の増大を招く可能性が高い
（バス停まで歩けない、便数が少ないとの声）

■市民バスの便数増加や延伸は、利用者の少ない運行に対する委託料
の増大を招く。
（バス停まで歩けない、便数が少ないとの声）

■タクシーの充実は運転手や車両台数の確保が難しい

⇒既存の交通の見直しのみでの対応は困難
新たな交通との組み合わせを検討

市内公共交通の課題対応

■人口減少による公共交通機関の利用者減少
⇒多様な交通手段の組み合せでおでかけ総量の拡大（既存交通＋α）
■３Ｋ（高齢者・高校生・観光客）の移動サポート
⇒市民バス＋α、路線バス＋α、タクシー＋αで移動をサポート
■必要最低限の移動手段の提供ではなく、便利な移動手段の提供に対す
るニーズ（おでかけの足の確保）
⇒便利な交通の導入（＋α）
■越前たけふ駅とハピラインふくい、福武線駅間の移動手段の確保
⇒駅間移動手段の導入（＋α）
■今立からまちなかへの移動需要への対応
⇒路線バス+市民バスだけでない、より便利な交通手段の提供（＋α）

３．新たな交通の導入

・Ｒ5年度デマンド運行等の実証、Ｒ6市民バスの再編、市地域公共交通計画策定。
・Ｒ7年度～新たな地域交通ネットワークを開始

新たな交通（α）としてデマンド交通の検討
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広域移動（住民・観光客向け）：路線バス

広
域
移
動
（
住
民
・
観
光
客
向
け
）

北
陸
新
幹
線
、
ハ
ピ
ラ
イ
ン
ふ
く
い
、
福
武
線

拠点内移動（住民）：自転車、グリスロ、徒歩
〃 （観光客）：レンタサイクル、電動キックボード、

グリスロ、徒歩

拠点間移動（住民）：市民バス、デマンド交通、タクシー
拠点間移動（観光客）：タクシー、定額タクシー

多様な交通手段の組み合わせ例

既存の公共交通をさらに充実させるため、新たな交通の導入

４．新たな交通の導入で得られる効果

■地域交通
・多様な交通手段の組合せで、多様な移動方法を提供
・効率的な運行による公共交通の維持・確保
・移動制約者が自由に移動できる環境整備とこれによる
家族の負担の軽減。高齢者のフレイル予防

・今立地区からまちなかへの移動ニーズへの対応
・拠点間・拠点内移動手段の確保

■観光二次交通
・多様な交通手段の組合せで、多様な移動方法を提供
・点在した観光地へ便利に移動できる手段の提供
・北陸新幹線開業に伴う来訪者の移動ニーズへの対応
・越前たけふ駅とハピラインふくい駅・福武線駅との接続
・拠点間・拠点内移動手段の確保
・交通手段が観光の目的になる

誰もがいつでも自由に行きたいところへ移動できる
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1 
 

デマンド交通実証実験案について 

 

１．目的  

エリア内をデマンド運行し、乗合発生の度合い、小型車両での運行の可否を見る。そして、市

民バスとの利用状況の比較を行い、デマンド交通への転換の可能性を探る。 

 ※実証実験のため、市民バスはこれまでどおり運行。 

 

２．運行方法  

・ウェブ、電話予約によるデマンド運行（停留所方式区域運行）  

※停留所として３種類を設定  

  ①人口密度型（交通結節点、バス停、町内集会所、ゴミステーション等） 

  ②生活利便施設型（市役所、病院、量販店等） 

  ③観光拠点型（観光拠点） 

 ・新幹線開業後の朝・晩の越前たけふ駅⇒武生駅の移動は、新幹線の到着時間に合わせた定時 

運行（シャトル便）。 

 

３．対象者 

市民と来訪者 

市民は事前登録制、来訪者はワンタイムチケット 

 

４．スケジュール  

 令和 5 年 6月～  停留所の設置承諾依頼 

6 月下旬 プロポーザル公告 

     7 月中旬 第一次審査 

     8 月上旬 第二次審査（システム事業者、運行事業者決定） 

     8 月中旬 国への認可申請 

8 月末  デマンド交通実証実験キックオフ（説明会等の開始） 

10 月半ば 第一次実証実験運行開始及びエリア内市民バスの見直し 

（以下参考） 

  令和 6 年 4 月～  第一次実証実験エリアでのデマンド交通本格運行 

第二次実証実験運行開始及びエリア内市民バスの見直し 

（エリア：４～５地区） 

      10 月～  第二次実証実験エリアでのデマンド交通本格運行 

第三次実証実験運行開始及びエリア内市民バスの見直し 

（エリア：２～３地区） 

  令和 7 年 4 月～  第三次実証実験エリアでのデマンド交通本格運行 

 

５．運行期間  

 令和 5 年 10 月半ばから令和 6 年 3月末に実証運行 

①令和 5 年 10 月半ば～令和 6 年 3 月 15 日 

月、火の 8 時 17 時（9 時間） 44 日間 

②令和 5 年 10 月半ば～令和 6 年 3 月 15 日 

道の駅のイベント開催時（2 日間/月×6 ヶ月）の 8時 17 時 12 日間 

③令和 6 年 3月 16 日～31 日（新幹線開業後） 

月～土の 8 時～21 時（13 時間） 13 日間 

※越前たけふ駅⇒武生駅のシャトル便は毎日、定時に運行（朝晩のみ） 

武生駅⇒越前たけふ駅はデマンド交通（定時便ではない） 

越前市地域交通課 
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2 
 

 

６．エリア  

下記２エリアで実施。（詳細な町名については別紙のとおり） 

エリア間の移動は越前たけふ駅を拠点に乗り継ぐことで可能。 

①エリアＡ：武生駅⇔北日野・北新庄エリア⇔越前たけふ駅 

 ※越前たけふ駅と武生駅間の二次交通＋デマンド転換の可能性把握と需要発掘のため  

②エリアＢ：味真野・今立エリア⇔越前たけふ駅  

 ※利用者が少ない今立のデマンド転換の可能性把握、味真野からあいぱーく今立への移動需 

要対応、今立から武生駅方面への移動需要対応 

 

７．車両種別と台数  

・市内交通事業者のジャンボタクシー（定員９名） 

※ジャンボタクシーはデマンド交通と通常のタクシー営業の併用とする。 

ジャンボタクシーがタクシーの営業車両として出払った際は、事業者の普通タクシー車両

を代替えとしてデマンド交通に利用する。 

 ※1 エリアにつきジャンボタクシー1 台の配車とし、最小規模で対応可能性を探る 

 

８．料金 

 ※越前たけふ駅⇒武生駅のシャトル便は 300 円 

 ※支払いは現金のみ 

 ※乗り継ぐ場合の運賃精算は乗継拠点到着時に、乗り継ぎした場合の料金を支払う 

  例：一般の場合・・・乗継拠点で 600 円を支払い、乗継チケットを受け取る。 

 

９．予算 

 デマンド交通実証実験 １３，４８４千円（財源内訳：国庫補助（50％）） 

種別 運賃 乗り継ぎした場合 

一般 400 円 600 円 

75 歳以上 

200 円 300 円 
小中校生 

障がい者（介護者含む） 

運転免許自主返納者 

幼児・乳児 無料 無料 
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R5年度デマンド交通実証実験停留所案

１．考え方

２．停留所数
総数　【158箇所】（エリアA：72箇所　エリアB：88箇所　うち共通停留所2箇所）
内訳

・・・ 既存市民バス停【67箇所】
・・・ 既存福鉄バス停【12箇所】
・・・ 新規停留所【79箇所】

３．停留所案一覧

№ エリア 地区 地区名 町名 停留所名

1 A 1 東 府中一丁目 （市民バス停）ＪＲ武生駅
2 A 1 東 府中一丁目 （市民バス停）たけふ新駅
3 A 1 東 府中一丁目 （市民バス停）市役所前
4 A 1 東 府中一丁目 林病院
5 A 2 西 高瀬二丁目 （市民バス停）武道館前
6 A・B 3 国高 横市町 （市民バス停）横市町・武生楽市前
7 A 3 国高 横市町 東部内科外科クリニック
8 A 3 国高 国高一丁目 （市民バス停）国高一丁目・バロー国高店前
9 A 3 国高 八幡一丁目 （市民バス停）武生高校前
10 A 4 北日野 葛岡町 葛岡町集会所
11 A 4 北日野 岩内町 （ゴミステーション）県中央トラック事業協同組合
12 A 4 北日野 岩内町 （市民バス停）岩内町
13 A 4 北日野 岩内町 岩内町公民館
14 A 4 北日野 向新保町 ニュータウン向新保公園
15 A 4 北日野 向新保町 向新保町生活改善センター
16 A 4 北日野 荒谷町 荒谷公民館
17 A 4 北日野 小野谷町 （市民バス停）小野谷
18 A 4 北日野 小野谷町 （市民バス停）小野谷町
19 A 4 北日野 小野谷町 小野谷町コミュニティセンター
20 A 4 北日野 庄田町 （ゴミステーション）ニュータウン庄田
21 A 4 北日野 庄田町 （市民バス停）庄田町
22 A 4 北日野 庄田町 庄田町公民館
23 A 4 北日野 西谷町 わかたけ前
24 A 4 北日野 西谷町 武生ゴルフガーデン駐車場
25 A 4 北日野 西谷町 （市民バス停）西谷町
26 A 4 北日野 西尾町 （ゴミステーション）西尾町１
27 A 4 北日野 西尾町 （ゴミステーション）西尾町２
28 A 4 北日野 西尾町 （市民バス停）西尾町
29 A 4 北日野 西尾町 （市民バス停）西尾町生活改善センター
30 A 4 北日野 大屋町 （ゴミステーション）大屋町
31 A・B 4 北日野 大屋町 越前たけふ駅
32 A 4 北日野 大屋町 大屋町公民館
33 A 4 北日野 大手町 （市民バス停）大手町
34 A 4 北日野 大手町 大手町公民館
35 A 4 北日野 畑町 （市民バス停）みつわ前
36 A 4 北日野 畑町 （市民バス停）畑町
37 A 4 北日野 畑町 畑町集落センター
38 A 4 北日野 帆山町 （市民バス停）帆山町
39 A 4 北日野 帆山町 ニュータウン帆山公園
40 A 4 北日野 平林町 （市民バス停）平林町
41 A 4 北日野 平林町 日野見台公園

人口密集地をカバーするように半径250ｍの円を落とし込み、各町内概ね３箇所を基準に停留所を配置。
停留所には、既存のバス停の他、町内公民館やゴミステーション等を選定。

※今後、町内に対し、停留所設置の承諾依頼を実施。
※今回、停留所案を提示するが、町内から承諾を得られ、確定したものでデマンド交通実証実験の手続きに入る。
※そのため、確定した停留所一覧について、後日、地域公共交通会議の全委員に報告することとしたい。
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42 A 4 北日野 平林町 平林町公民館
43 A 4 北日野 問屋団地 （市民バス停）北日野住宅
44 A 4 北日野 矢船町 （市民バス停）矢船町
45 A 4 北日野 矢船町 ニュータウン矢船公園
46 A 4 北日野 矢放町 （市民バス停）北日野公民館
47 A 4 北日野 矢放町 （市民バス停）矢放町
48 A 4 北日野 矢放町 公園
49 A 4 北日野 矢放町 矢放町構造改善センター
50 A 5 北新庄 戸谷町 （市民バス停）戸谷町
51 A 5 北新庄 戸谷町 （福鉄バス停）戸谷
52 A 5 北新庄 三ツ屋町 （市民バス停）三ツ屋町
53 A 5 北新庄 三ツ屋町 ニュータウン三ツ屋公園
54 A 5 北新庄 三ツ屋町 三ツ屋町公民館
55 A 5 北新庄 庄町 庄町公民館
56 A 5 北新庄 真柄町 （市民バス停）真柄町南
57 A 5 北新庄 真柄町 （市民バス停）杉崎・真柄
58 A 5 北新庄 真柄町 越前そばの里
59 A 5 北新庄 杉崎町 （ゴミステーション）共同作業場前
60 A 5 北新庄 中新庄町 （市民バス停）中新庄町
61 A 5 北新庄 中新庄町 （市民バス停）中新庄町西
62 A 5 北新庄 中新庄町 中新庄加茂会館
63 A 5 北新庄 長尾町 （市民バス停）長尾町
64 A 5 北新庄 北町 （市民バス停）東高校
65 A 5 北新庄 北町 （市民バス停）北町
66 A 5 北新庄 北町 （福鉄バス停）武生東高校
67 A 5 北新庄 北町 （福鉄バス停）北村
68 A 5 北新庄 北町 ニュータウン北町公園
69 A 5 北新庄 北町 ホットタウン北町
70 A 5 北新庄 北町 加藤医院
71 A 5 北新庄 北町 北新庄公民館
72 A 5 北新庄 北町 北町公民館
73 B 6 味真野 奥宮谷町 （ゴミステーション）パーマみさ前
74 B 6 味真野 萱谷町 （ゴミステーション）みどりの村前
75 B 6 味真野 萱谷町 萱谷町生活改善センター
76 B 6 味真野 吉村町 吉村町公民館
77 B 6 味真野 宮谷町 （仮）武生東運動公園前
78 B 6 味真野 宮谷町 （市民バス停）宮谷町生活改善センター
79 B 6 味真野 五分市町 （ゴミステーション）ＪＡ越前たけふ味真野支店
80 B 6 味真野 五分市町 （ゴミステーション）遠藤工具販売前
81 B 6 味真野 五分市町 （ゴミステーション）市営五分市住宅前
82 B 6 味真野 五分市町 （市民バス停）小丸城
83 B 6 味真野 五分市町 （市民バス停）味真野小学校北
84 B 6 味真野 五分市町 五分市町コミュニティセンター
85 B 6 味真野 若宮町 （福鉄バス停）五分市町
86 B 6 味真野 上真柄町 上真柄町公民館
87 B 6 味真野 上大坪町 上大坪７字公園
88 B 6 味真野 上大坪町 上大坪町公民館
89 B 6 味真野 清水頭町 （市民バス停）豪摂寺
90 B 6 味真野 清水頭町 （福鉄バス）豪摂寺前
91 B 6 味真野 池泉町 （市民バス停）池泉町
92 B 6 味真野 池泉町 味真野児童センター
93 B 6 味真野 中居町 （仮）中居町消火栓前
94 B 6 味真野 中居町 （仮）中居町東消火栓
95 B 6 味真野 中居町 中居町ふれあい会館
96 B 6 味真野 徳間町 徳間町公民館
97 B 6 味真野 南小山町 （市民バス停）南小山
98 B 6 味真野 南小山町 小山町生活改善センター
99 B 6 味真野 入谷町 （福鉄バス停）入谷町
100 B 6 味真野 入谷町 入谷町集落センター
101 B 6 味真野 桧尾谷町 桧尾谷町公民館
102 B 6 味真野 文室町 （市民バス停）下文室口
103 B 6 味真野 文室町 （市民バス停）上文室
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104 B 6 味真野 文室町 （市民バス停）木留
105 B 6 味真野 文室町 文室集落センター
106 B 6 味真野 北小山町 （市民バス停）北小山
107 B 6 味真野 味真野団地 （市民バス停）味真野団地
108 B 6 味真野 味真野団地 味真野団地ふれあい会館
109 B 6 味真野 味真野町 （市民バス停）味真野町
110 B 6 味真野 味真野町 味真野町なごみ館
111 B 6 味真野 蓑脇町 蓑脇町ふれあい会館
112 B 6 味真野 余川町 南余川道場公民館
113 B 6 味真野 余川町 万葉の里駐車場
114 B 6 味真野 余川町 余川町生活改善センター
115 B 7 粟田部 粟田部町旭 （市民バス停）下佐山
116 B 7 粟田部 粟田部町旭 （市民バス停）花筐公園口
117 B 7 粟田部 粟田部町旭 （市民バス停）舟橋・佐々木医院前
118 B 7 粟田部 粟田部町旭 （市民バス停）仲佐山
119 B 7 粟田部 粟田部町鞍谷 （市民バス停）あいぱーく今立
120 B 7 粟田部 粟田部町鞍谷 （市民バス停）いまだて芸術館南
121 B 7 粟田部 粟田部町鞍谷 （市民バス停）新橋
122 B 7 粟田部 粟田部町鞍谷 （市民バス停）新橋東
123 B 7 粟田部 粟田部町鞍谷 （市民バス停）東・今立中央病院前
124 B 7 粟田部 粟田部町鞍谷 今立中央病院
125 B 7 粟田部 粟田部町栄 （ゴミステーション）粟田部町栄
126 B 7 粟田部 粟田部町栄 （市民バス停）二日市
127 B 7 粟田部 粟田部町西山 （市民バス停）西山
128 B 7 粟田部 粟田部町西山 （市民バス停）南区
129 B 7 粟田部 粟田部町西山 ゲンキー粟田部店
130 B 7 粟田部 粟田部町西山 粟田部コミュニティセンター
131 B 7 粟田部 粟田部町富永 （ゴミステーション）花筐幼稚園前
132 B 7 粟田部 粟田部町富永 （市民バス停）南公園口
133 B 7 粟田部 粟田部町宝栄 （ゴミステーション）セブンイレブン越前粟田部店
134 B 7 粟田部 粟田部町蓬莱 （ゴミステーション）粟田部町蓬莱
135 B 7 粟田部 粟田部町蓬莱 （市民バス停）本町
136 B 7 粟田部 西樫尾町 （市民バス停）西樫尾
137 B 8 岡本 岩本町 （市民バス停）岩本
138 B 8 岡本 月尾町 月尾サブセンター
139 B 8 岡本 轟井町 （福鉄バス停）轟井北
140 B 8 岡本 新在家町 （市民バス停）パピルス館前
141 B 8 岡本 新在家町 （市民バス）紙の文化博物館
142 B 8 岡本 杉尾町 （福鉄バス）停杉尾口
143 B 8 岡本 杉尾町 社会福祉センター
144 B 8 岡本 大滝町 （ゴミステーション）中條和紙前
145 B 8 岡本 大滝町 （ゴミステーション）梅田和紙前
146 B 8 岡本 大滝町 （市民バス停）大滝
147 B 8 岡本 大滝町 大滝ふれあい会館
148 B 8 岡本 中印町 （市民バス停）中印
149 B 8 岡本 長五町 （福鉄バス停）長五
150 B 8 岡本 定友町 （市民バス停）岡本小学校前
151 B 8 岡本 島町 （福鉄バス停）島
152 B 8 岡本 南坂下 （市民バス停）南坂下
153 B 8 岡本 八石町 （福鉄バス停）八石
154 B 8 岡本 不老町 （ゴミステーション）加藤鉄工所前
155 B 8 岡本 不老町 （市民バス停）不老
156 B 8 岡本 不老町 ニュータウン今立公園
157 B 8 岡本 不老町 今立体育センター
158 B 8 岡本 別印町 （福鉄バス停）別印
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令和５年度デマンド交通実証実験対象町内一覧

エリアA(北日野・北新庄エリア） エリアB(味真野・今立エリア）
地区名 町内名称 地区名 町内名称

北町 入谷町

杉崎町 中居町

真柄町 蓑脇町

戸谷町 桧尾谷町

長尾町 余川町

中新庄町 池泉町

三ツ屋町 文室町

矢放町 萱谷町

帆山町 上大坪町

矢船町 味真野町

向新保町 南小山町

畑町 北小山町

小野谷町 吉村町

西谷町 若宮町

荒谷町 五分市町

平林町 清水頭町

庄田町 上真柄町

大手町 徳間町

西尾町 宮谷町

岩内町 奥宮谷町

大屋町 味真野団地

葛岡町 西樫尾町

問屋町 粟田部町　宝栄

北日野住宅団地 粟田部町　西山

粟田部町　栄

粟田部町　蓬莱

粟田部町　富永

粟田部町　鞍谷

粟田部町　旭

不老町

大滝町

岩本町

新在家町

定友町

杉尾町

轟井町

島町

長五町

大平町

八石町

中印町

別印町

南坂下町

北新庄地区

北日野地区

味真野地区

粟田部地区

岡本地区
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・・・自家用有償運送エリア拠点（白山・坂口） 

・・・デマンド中エリア拠点（国高・北日野・北新庄） ※エリア内から武生駅、越前たけふ駅を経由して別エリアへ 

・・・デマンド エリア拠点（吉野・大虫・神山・王子保） ※エリア内から武生駅を経由して別エリアへ 

・・・デマンド東エリア拠点（味真野・粟田部・岡本・南中山・服間） ※エリア内から越前たけふ駅を経由して別エリアへ 

・・・循環バス（市 バス）エリア（東・ ・南） ※定時定路線でエリア内を循環 武生駅を経由して別エリア

あいぱーく今立 

武生駅 

越前たけふ駅 

自家用有償運送 デマンド西 デマンド中 デマンド東 

越前市の公共交通（将来イメージ） 越前市地域交通課 

・・・路線バス ※朝夕は高校生の利用のため便数を確保。利用されない日中帯をデマンド化することも検討。（令和５年度は６ルート） 

・・・市 バス ※デマンド交通の運行状況等を勘案しながら見直しを検討。（令和 5 年年度は１１ルート） 

・・・越前たけふ駅から武生駅へのシャトル便 ※デマンド交通の車両を活用 
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坂口地区における自家用有償旅客運送事業について

R5.6.8 令和5年度第1回地域公共交通会議資料

総合政策部 地域交通課

1

【協議事項(2)】

【内容】

１ 坂口地区の現状と課題

２ 事業の仕組み

３ 事業スケジュール

４ 進捗状況（準備）

５ 実証実験での検証

2
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・市民バスは 週２回運行
（まちなか まで 50分乗車）
・タクシーは まちなか まで4～5千円
予約が取れないことも

・高校生や高齢者の移動に支障
・通学・通院や買い物の足の確保が必要

坂口地区
～現状と課題～

乗合タクシー（イメージ）

中山間地域で生活する高校生や高齢者、障がい者等の移動制約者の足を確保するため、条件不利
地の移動支援に重点を置き、デマンド交通の実証実験を実施

【現行】さかのくち買い物号（月１回運行）
ボランティアによる買い物支援

１ 坂口地区の現状と課題

3

⇒自家用有償旅客運送実証実験の実施

地域住民による輸送サービス
（イメージ）

１ 坂口地区の現状と課題

《現行》さかのくち買い物号

① 市社会福祉協議会（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ芦山）の車両を借用
月１回の運行、高齢者の買い物の送迎、利用料：無料
（行き先：市内のホームセンターやスーパー、薬局など）

② サポートさかぐちの役員（１名）が無償で運転

③ 利用実人数 約１５人
一度に乗車できる人数は６人であるが、予約を断るケースは
ほとんどなく、利用調整できている。

4
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１ 坂口地区の現状と課題

《現行》さかのくち買い物号

④ 社協から借りている車両のガソリン代や保険などは、社協
が負担

⑤ 今後回数を増やしたいため、自由に使える車が必要

⑥ 地域の取組みとして、運行回数を拡充したい。
（現状月１回 ⇒ 週２回に拡充）

5

【参考①】坂口地区の住民基本台帳人口等

6

Ｒ4.4.1現在
①

Ｈ26.4.1現在
②

比較増減
①-②

世帯数 １３２世帯 １５１世帯 ▲１９世帯

高齢者のみの世帯 ５０世帯 ５１世帯 ▲１世帯

人口 ３８７人 ４５７人 ▲７０人

（内訳） 男 １８１人 ２１１人 ▲３０人

女 ２０６人 ２４６人 ▲４０人

６５歳以上 １６０人 １６４人 ▲４人

高齢化率 ４１．３％ ３５．９％ ＋５．４％
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7

２ 事業の仕組み

8

（１）主な概要

① 運行形態：自宅への送迎（ドア・ツー・ドア）
ドライバー・サポーター同乗

② 利用方法：事前利用登録制
予約制（原則２日前までに）

③ 運行方法：週２回（週２日）を基本とする。
《目的》買い物目的、駅前方面（通院など）

２ 事業の仕組み
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9

２ 事業の仕組み

（２）運行について

項目 買い物目的 通院、手続き目的
① 運行曜日 毎週木曜日

・第１・第３：中山、湯谷、
勾当原

・第２・第４：中津原、下中
津原、下別所

毎週金曜日

・地区全体（町内は分けな
い）

① 所要時間 ３時間程度 ４時間程度

① 運 行 ス ケ
ジュール

8:30 公民館出発
自宅迎え～買い物～自宅送り
11:30 公民館到着

8:30 公民館出発

自宅迎え～病院など目的地～
自宅送り
11:30 駅前発
12:30 公民館到着

項目 買い物目的 通院、手続き目的

①運行曜日

毎週木曜日
・第１・第３：中山、湯谷、
勾当原、下別所
・第２・第４：中津原、下中
津原

毎週金曜日
・地区全体（町内共通）

②所要時間 ３時間程度 ４時間程度

③運行
スケジュール

8:30 公民館出発
自宅迎え～買い物～自宅送り
11:30 公民館到着

8:30 公民館出発
自宅迎え～病院など目的地～
自宅送り
11:30 駅前発
12:30 公民館到着

10

２ 事業の仕組み

（２）運行について

項目 買い物目的 通院、手続き目的
① 運行曜日 毎週木曜日

・第１・第３：中山、湯谷、
勾当原

・第２・第４：中津原、下中
津原、下別所

毎週金曜日

・地区全体（町内は分けな
い）

① 所要時間 ３時間程度 ４時間程度

① 運 行 ス ケ
ジュール

8:30 公民館出発
自宅迎え～買い物～自宅送り
11:30 公民館到着

8:30 公民館出発

自宅迎え～病院など目的地～
自宅送り
11:30 駅前発
12:30 公民館到着

項目 買い物目的 通院、手続き目的

④行き先
・みつわ
・スギ薬局南店
・ワイプラザ南店 など

・なんぶ眼科
・林病院
・中村病院
・市役所、図書館 など

⑤サポーター 同行する ・行きのみ同行する
・様子を見ながら検討

⑥その他 ・運行は午前中のみ ・迎えの時間13:30を別途設
定する
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11

（３）運行エリア図

２ 事業の仕組み

自家用車有償旅客運送

市民バス

路線バス

坂口地区

運行エリア

【参考②】予算内容・内訳

12

年度 区分
市予算

地元
負担①委託料 ②使用料

及び賃借料

令和４年度 実証実験の
準備・検討

・国土交通大臣認定講習料
（＠１６千円×１２人）

１９２千円
・コピー代等事務費 ８千円

計２００千円

なし なし

令和５年度 実証実験

本格運行に向けた実証実験に
よる試験運行や検討を委託
計1,410千円
・燃料代、車両消耗品代
・実証実験アンケート
・打合せ開催費用
・実証実験協力費
・活動保険加入料 など

・車両リース料
1,056千円

（自動車保険含む）
※市名義のリース車
両を団体へ無償貸与

なし
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13

３ 事業スケジュール

14

（１）地区住民への説明
① 地区内、町内単位での説明（Ｒ５．３月～４月）
・自治振興会理事会、町内の総会会合
・いきいきふれあいのつどい、シニアクラブ

② 地区全戸に広報チラシの配布（Ｒ５.３月）
③ ドライバー、サポーターとの合同会議（Ｒ５.３月）
・運行ルートの確認
・シフト作成準備

（２）車両の調達
ワンボックスカー１台（８人乗り）

４ 進捗状況（準備）
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15

（３）各種書類の作成や様式準備（実証実験実施に係る書類）

① 市が作成（サポートさかぐちと協力）
・運行エリア図
・運行管理及び整備管理体制
・事故、苦情発生時連絡対応体制
・車両一覧
・運転者の一覧

② 市が保管する書類（サポートさかぐちより定期的に提出）
安全運転確認（アルコールチェック）、乗務記録、運転者台帳、
運転者証、事故記録、苦情処理、車両点検表、乗務記録 など

４ 進捗状況（準備）

16

４ 進捗状況（準備）
（１）運行管理及び整備管理体制
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17

４ 進捗状況（準備）
（１）運行管理及び整備管理体制

18

４ 進捗状況（準備）
（２）事故処理連絡体制

（３）苦情処理体制
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【検証内容】
①運行方法
（回数、時間帯、行き先、サポーターの有無、予約方法、広報等）
②本格運行における収支単価（利用料金、有償ボランティア代）
③買い物や通院等以外の活用法
④市民バスへの影響（坂口・神山ルート）

【検証方法】
●地区住民アンケート（①～③）…サポートさかぐち
・実証実験開始後の１０月～１１月に実施、１２月に集計
・本格運行（令和６年度）に向けてアンケート集計結果をもとに
検証内容について、具体的に検討

●市民バス運行事業者へ利用状況についてヒアリング（④）…市

５ 実証実験での検証
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